
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ. 委託業務の概要 

Ⅱ. 契約に関する事務手続 

Ⅲ. 契約変更に関する事務手続 

Ⅳ. 経理処理について 

Ⅴ. 物品費について 

Ⅵ. 人件費・謝金について 

Ⅶ. 旅費について 

Ⅷ. その他経費について 

Ⅸ. 間接経費について 

Ⅹ. 再委託費・共同実施費について 

ⅩⅠ. 検査 

ⅩⅡ. 委託費の支払 

ⅩⅢ. 研究開発資産・知的財産権について 

ⅩⅣ. 成果報告と研究成果の発信 

  
  
  
  
  
  
  

ⅩⅩⅤⅤ..  ププロロジジェェククトトママネネジジメメンントトシシスステテムムのの概概要要ととユユーーザザーー登登録録  
 
１．プロジェクトマネジメントシステムの概要  Ｐ．１８６ 
２．契約等事務管理者の登録 Ｐ． １８７ 
３．お問合せ先、マニュアル Ｐ． １８９ 
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プロジェクトマネジメントシステムのトップ画面 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

２２．．契契約約等等事事務務管管理理者者のの登登録録  
 
（１）権限について 
本システムへのアクセスは、担当者１人につき１つのＩＤが付与されます。複数の事業をご担当

する方も１つのＩＤで全ての事業を管理することができます。 

契約毎に各担当者には各々の権限が設定されており、契約等事務管理者、契約等事務管理者（代

理）、事務担当者に区分され、以下の権限設定になっています。 
 

権限名 可能な操作 想定する役職 

契約等事務管理者 

・全ての権限の担当者の登録が可能（ただ

し、契約等事務管理者の登録には申請書

によるＮＥＤＯ承認が必須） 

・申請、届出の提出、取下げが可能 

・申請書、届出書の作成と保存が可能 

・情報共有機能の利用が可能 

業務管理者 

契約等事務管理者

（代理） 

・契約等事務管理者（代理）および事務担

当者の登録が可能 

・申請、届出の提出、取下げが可能 

・申請書、届出書の作成と保存が可能 

・情報共有機能の利用が可能 

PJ担当窓口 

契約・検査・支払担当窓口等、

実務を担う方。 

複数名の登録が可能。 

事務担当者 

 

・申請書、届出書の作成と保存が可能 

契約等事務管理者（代理）の 

サポートを担う方。 

複数名の登録が可能。 

【【委委  託託  先先】】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．．  ププロロジジェェククトトママネネジジメメンントトシシスステテムムのの概概要要  
  
従来のＮＥＤＯ業務の事務手続きは、ＮＥＤＯへの各種申請手続きや届出の書類を郵送していま

した。これを事業者がwebにより申請や届出を行えるように、新たに「プロジェクトマネジメント

システム（以下、本システム）」を構築し、その運用を随時開始していきます。 

また、主にメールで行っていた各種ファイルのやりとりは、本システムに付随する「情報共有機

能」を用いて大容量のファイルの共有を可能としています。 

 今後、本システムでの手続きを順次進め、２０２０年度を目途に全事業者が本システムでの手続

きを行うことを目指し、運用開始以降は本システムを利用した事務手続きを行うことを前提としま

す。 
なお、本システムの利用により、従前の手続きやプロジェクトのマネジメント業務は、以下の通

りとなります。 

 
① 契約手続き：契約および契約変更に関する実施計画書の申請および届出書の書類は、本シス

テム上で提出可能になります。※ 

② 検査業務：中間検査、年度末中間検査、確定検査等の各種検査に係る経費発生調書の提出や月

別項目別明細表等の書類は、本システム上で提出可能となります。 
③ 概算・精算払い：本システム上の入力画面に必要事項を入力し、概算・精算払請求書に押印の

上、プロジェクト担当部まで郵送します。なお、従前の概算払申込書は本システムからの登録

により不要になります。 
④ 資産管理：資産の登録、資産に関する各種申請・届出書、処分等を本システム上で一元管理

できるようになります。 

⑤ 成果管理：中間年報・成果報告書は、従前の報告書（CD-R）形式を廃止し、本システム上か

らダウンロードした様式に報告書を作成し、本システム上に登録・提出後、公開となりま

す。また、知的財産権の申請および届出書も本システム上での提出となり、委託期間中はも

とより終了後も申請および届出が可能になります。 

⑥ 申請・届出の各種様式：ＮＥＤＯが指定する所定様式は、本システム上からダウンロードが

可能になります。なお、事前に登録した基本情報（プロジェクト名等）が様式に反映される

ため、記載ミスの発生が抑制されます。また、経費発生調書は、自動計算により入力ミスな

どを防ぐことが可能になります。 

⑦ 事務手続全般に係る進捗や課題の可視化：事務手続きをいつまでに行うか、マネジメントす

る上での課題のタスク管理、課題管理機能を本システム上で把握が可能となり、ＮＥＤＯ担

当者と事業者双方向で一元管理を行います。 

⑧ 情報共有機能：大容量ファイルや、契約毎の申請書や届出書の事前確認について、従前はメ

ールで送信していたものから、情報共有機能を用いることで誤送信等のリスクを軽減しま

す。また、毎月の従事日誌の提出なども情報共有機能を利用することで、ＮＥＤＯ側とファ

イルやメッセージを共有することが可能となります（2019年度から運用開始済）。 

⑨ 予算執行管理：当月の執行予定額について、毎月メールでＮＥＤＯ担当者とやりとりをして

いたものから、本システム上での管理が可能になります。実施計画書に記載された予算を上

限とし、毎月の執行状況と概算払いの計画を１つの画面上で事業者が入力し、実績に応じた

支払いが本システム上で管理可能になります。 

 
 

※契約書および一部の申請書は、代表者押印の紙媒体の書類が必要となります。 
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プロジェクトマネジメントシステムのトップ画面 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

２２．．契契約約等等事事務務管管理理者者のの登登録録  
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契約毎に各担当者には各々の権限が設定されており、契約等事務管理者、契約等事務管理者（代

理）、事務担当者に区分され、以下の権限設定になっています。 
 

権限名 可能な操作 想定する役職 

契約等事務管理者 

・全ての権限の担当者の登録が可能（ただ
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事務担当者 
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契約等事務管理者（代理）の 
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※契約書および一部の申請書は、代表者押印の紙媒体の書類が必要となります。 

 
  

－ 187 －

�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３．．おお問問合合せせ先先、、ママニニュュアアルル  
 

（１） ＷＥＢ、電話でのお問合せ 

  トップ画面右上にある「お問合せ・マニュアル」をクリックして以下の画面を開き、お問い合

わせ内容により、「事務処理手続きについて」、または「システム操作について」を選択します。 

 

（２） マニュアル、ＦＡＱ（よくあるご質問） 

  トップ画面右上にある「お問合せ・マニュアル」をクリックして以下の画面を開き、「事務処

理手続きについて」または「システム操作について」から「マニュアル一覧」、ＦＡＱ「よくあ

るご質問」を選択します。 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）契約等事務管理者（業務管理者）登録フロー 

 

     
       

※１ 契約等事務管理者の登録には、代表者の記名押印による紙媒体の「システム利用申請

書」の提出が必要です。 

※２ 契約等事務管理者は、実施計画書に記載される業務管理者を契約毎に設定します。 
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